
ＪＡＦカートカレンダー登録規定 

                                                                                                           ※下線部：変更箇所 

改正規定 現行規定 

第１条（略） 

   

第２条 登録の方法 

１．ＪＡＦの公認する競技会を行うクラブおよび団体が、カレンダー

に登録するためには、所定の書式をもって、次の申請締切日まで

に、ＪＡＦ各地方本部へ提出しなければならない。 

  １）ＣＩＫ－ＦＩＡタイトル競技……………前年の４月30日まで 

  ２）国際競技……………………………………前年の８月31日まで 

  ３）全日本カート選手権競技…………………前年の９月30日まで 

  ４）地方カート選手権競技……………………前年の11月15日まで 

  ５）ジュニアカート選手権競技………………前年の９月30日まで 

６）ジュニアカート選手権競技（コースシリーズ）……前年の11月15日まで 

  ７）国内競技……………………………………前年の12月28日まで 

  ８）準国内競技…………………………………前年の12月28日まで 

   ９）制限付競技…………………………………前年の12月28日まで 

 

 ２．～４．（略） 

 

第３条～第７条（略） 

 

 

第１条（略） 

   

第２条 登録の方法 

１．ＪＡＦの公認する競技会を行うクラブおよび団体が、カレンダー

に登録するためには、所定の書式をもって、次の申請締切日まで

に、ＪＡＦ各地方本部へ提出しなければならない。 

  １）ＣＩＫ－ＦＩＡタイトル競技……………前年の４月30日まで 

  ２）国際競技……………………………………前年の８月31日まで 

  ３）全日本カート選手権競技…………………前年の９月30日まで 

  ４）地方カート選手権競技……………………前年の11月20日まで 

  ５）ジュニアカート選手権競技………………前年の９月30日まで 

  ６）国内競技……………………………………前年の12月28日まで 

  ７）準国内競技…………………………………前年の12月28日まで 

   ８）制限付競技…………………………………前年の12月28日まで 

 

 

 ２．～４．（略） 

 

第３条～第７条（略） 

 

 

 

 

 




